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「
統
括
防
火
管
理
者
」
で
誤
解
も

今
年
６
月
、
ロ
ン
ド
ン

で
起
き
た
高
層
住
宅
火
災

を
受
け
、
国
内
の
高
層
住

宅
に
も
注
意
喚
起
が
行
わ

れ
て
い
る
。
一
般
社
団
法

人
マ
ン
シ
ョ
ン
管
理
業
協

会
は
６
月
２
０
日
、
同
火

災
を
受
け
東
京
消
防
庁
か

ら
「
高
層
の
共
同
住
宅
に

お
け
る
防
火
安
全
対
策
の

徹
底
に
つ
い
て
」
依
頼
が

あ
っ
た
、
と
し
て
会
員
に

事
務
連
絡
を
行
っ
て
い

る
。事

務
連
絡
に
よ
れ
ば
、

東
京
消
防
庁
が
昨
年
、
３

１
㍍
超
の
共
同
住
宅
を
対

象
に
実
施
し
た
立
ち
入
り

検
査
で
は
、
５
７
６
棟
中

４
６
３
棟
が
消
防
法
違
反

の
指
摘
を
受
け
た
。

そ
の
後
、
約
半
数
が
是

正
措
置
を
講
じ
た
が
、
未

是
正
の
違
反
内
訳
は
防
火

管
理
者
未
選
任
・
消
防
計

画
未
作
成
・
自
衛
消
防
訓

練
未
実
施
等
の
「
防
火
管

理
関
係
」
が
約
８
割
、
点

検
未
実
施
等
の
「
消
防
用

設
備
等
点
検
関
係
が
約
２

割
だ
っ
た
。

検
査
で
は
分
譲
と
賃
貸

を
分
類
し
て
い
な
い
た

め
、
分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
で

ど
の
程
度
違
反
が
あ
っ

た
の
か
は
明
ら
か
に
な

っ
て
い
な
い
。
管
理
会
社

が
適
正
に
業
務
を
行
っ

て
い
る
場
合
、
一
般
的
に

分
譲
マ
ン
シ
ョ
ン
に
お

け
る
違
反
は
少
な
い
と

考
え
ら
れ
る
が
、
あ
る
管

理
会
社
で
は
違
反
を
指

摘
さ
れ
た
ケ
ー
ス
も

あ
る
と
い
う
。

２
０
１
４
年
４
月
、

消
防
法
が
改
正
さ
れ
、

３
１
㍍
を
超
え
る
高

層
建
築
物
に
は
、
従
来

の
防
火
管
理
者
に
加

え
「
統
括
防
火
管
理

者
」
を
置
く
こ
と
が
義

務
付
け
ら
れ
た
が
、

「
一
般
的
な
分
譲
マ

ン

シ

ョ
ン

は

対
象

外
」
だ
と
判
断
し
、

同
管
理
者
を
選
任
し

て
い
な
い
マ
ン
シ
ョ

ン
が
あ
っ
た
。
東
京

加
熱
式
た
ば
こ
が
救
世
主
？

マ
ン
シ
ョ
ン
で
体
験
会

ベ
ラ
ン
ダ

喫
煙
問
題

「
ホ
タ
ル
族
」
の
迷

惑
行
為
、
加
熱
式
た
ば

こ
で
解
消
？
埼
玉
県

戸
田
市
の
「
ビ
ィ
オ
ル

ド
戸
田
公
園
」
（
築
１

４
年
、
３
６
６
戸
）
で

８
月
、
居
住
者
を
対
象

と
し
た
加
熱
式
た
ば

こ
の
体
験
会
が
あ
っ

た
。体

験
会
は
２
７
・
２

８
日
の
２
日
間
に
計
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一
般
マ
ン

シ
ョ
ン
で
も

㍍
超
な
ら
選
任
・
届
け
出
義
務

消
防
庁
は
「
高
さ
３
１

㍍
を
超
え
る
マ
ン
シ

ョ
ン
は
統
括
防
火
管

理
者
を
選
任
し
て
ほ

し
い
」
と
し
て
い
る
。

あ
る
管
理
会
社
の

担
当
者
は
、
統
括
防
火

管
理
者
に
つ
い
て
「
複

合
用
途
で
は
必
要
と

い
う
認
識
は
あ
っ
た

普
通
の
マ
ン
シ
ョ
ン

で
も
必
要
と
い
う
認

識
は
薄
く
、
届
け
出
て

い
な
い
ケ
ー
ス
は
数

件
あ
っ
た
」
と
話
し
て

い
る
。

◇

立
ち
入
り
検
査
は
、

消
防
法
の
規
定
に
基

づ
き
３
１
㍍
を
超
え

る
高
層
建
築
物
な
ど

の
防
火
対
象
物
を
対

象
に
実
施
さ
れ
て
い

る
。
東
京
消
防
庁
が
昨

年
立
ち
入
り
検
査
し

た
の
は
都
内
の
５
７

６
棟
。
違
反
が
発
覚
し

た
の
は
４
６
３
棟
で
、

１
４
５
６
件
の
違
反

が
指
摘
さ
れ
た
。
違
反

未
是
正
は
今
年
６
月

１
６
日
現
在
の
３
０

２
棟
で
違
反
件
数
は

８
３
７
件
。
そ
の
う
ち

防
火
管
理
者
未
選
任
な

ど
の
防
火
管
理
関
係
が

６
５
５
件
。

「
特
に
防
火
管
理
者

の
任
期
満
了
時
に
、
新

た
な
選
任
や
届
け
出
を

失
念
さ
れ
る
こ
と
が
あ

る
の
で
は
な
い
か
」（
同

庁
査
察
課
）
。
ほ
か
で

は
、
消
防
用
設
備
等
点

検
の
未
実
施
・
未
報
告

な
ど
設
備
関
係
が
１
８

１
件
、
防
火
戸
機
能
不

良
等
の
建
築
関
係
が
１

件
あ
っ
た
。（
マ
ン
シ
ョ

ン
管
理
新
聞
１
０
４
７

号
）

６
回
開
か
れ
、
１
８
人

が
参
加
。
参
加
者
か
ら

は
「
臭
い
が
し
な
い
」

「
ち
ゃ
ん
と
葉
っ
ぱ

の
味
が
す
る
」
と
い
っ

た
感
想
が
上
が
っ
た
。

管
理
組
合
副
理
事

長
の
岩
崎
伸
郎
さ
ん

に
よ
れ
ば
、
同
マ
ン
シ

ョ
ン
の
ベ
ラ
ン
ダ
で

喫
煙
す
る
「
ホ
タ
ル

族
」
に
よ
る
た
ば
こ
の

ポ
イ
捨
て
が
多
く
、

ベ
ラ
ン
ダ
に
干
し
て

い
た
布
団
が
焦
げ
て

し
ま
っ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。

今
回
の
体
験
会

は
、
灰
、
煙
が
出
な

い
加
熱
式
た
ば
こ
の

メ
リ
ッ
ト
を
知
っ
て

も
ら
う
の
が
狙
い
。

岩
崎
さ
ん
は
「
多
少

で
も
興
味
を
持
っ
て

い
た
だ
け
れ
ば
」
と
、

喫
煙
者
の
加
熱
式
た
ば

こ
へ
の
「
乗
り
換
え
」

を
期
待
し
て
い
た
。

◇

体
験
会
は
、
マ
ン
シ

ョ
ン
の
管
理
業
務
を
受

託
す
る
双
日
総
合
管
理

（
本
社
東
京
）
の
提
案

で
実
現
し
た
。
理
事
会

が
、
吸
い
殻
の
ポ
イ
捨

て
問
題
に
悩
ん
で
い
た

3１

の
を
知
っ
て
い
た
か
ら

だ
。
当
日
は
加
熱
式
た

ば
こ
「
Ｉ
Ｑ
Ｏ
Ｓ
」（
ア

イ
コ
ス
）
を
販
売
す
る

フ
ィ
リ
ッ
プ
モ
リ
ス
ジ

ャ
パ
ン
（
本
社
同
）
の

社
員
が
、
マ
ン
シ
ョ
ン

で
の
た
ば
こ
問
題
や
商

品
の
解
説
な
ど
を
行
っ

た
。同

社
は
「
健
康
被
害

や
火
災
へ
の
懸
念
が
問

題
視
さ
れ
て
い
る
の

に
、
手
を
打
た
な
い
の

は
良
く
な
い
」
（
担
当

者
）
と
、
今
年
５
月
後

半
か
ら
、
管
理
会
社
を

通
じ
て
、
マ
ン
シ
ョ
ン

で
の
加
熱
式
た
ば
こ
の

メ
リ
ッ
ト
を
知
っ
て
も

ら
う
体
験
会
の
実
施
を

提
案
し
て
い
る
。
９
月

以
降
も
別
の
マ
ン
シ
ョ

ン
で
数
十
件
、
開
催
を

検
討
し
て
い
る
と
い

う
。ベ

ラ
ン
ダ
で
の
喫
煙

は
こ
の
１
０
年
で
大
き

く
広
が
り
、
ト
ラ
ブ
ル

も
起
き
て
い
る
。
最
近

は
喫
煙
を
「
迷
惑
行
為
」

と
位
置
付
け
、
使
用
細

則
で
ベ
ラ
ン
ダ
な
ど
の

専
用
使
用
部
分
や
、
共

用
部
分
を
禁
煙
と
し
て

い
る
ケ
ー
ス
も
出
て
き

て
い
る
。（
マ
ン
シ
ョ
ン

管
理
新
聞
１
０
４
９

号
）

ロ
ン
ド
ン
高
層

住
宅
火
災
受
け

国
内
で
も
注
意
喚
起
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ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公

開
し
て
い
る
特
区
民

泊
の
認
可
や
旅
館
業

法
に
基
づ
く
簡
易
宿

所
の
許
可
を
受
け
た

施
設
で
は
な
か
っ
た
。

各
住
戸
の
専
有
面
積

は
お
お
む
ね
６
０
～

７
０
平
方
㍍
。

行
為
の
停
止
請
求

は
管
理
規
約
と
区
分

所
有
法
に
基
づ
く
。

も
と
も
と
の
管
理

規
約
で
も
専
有
部
分

の
用
途
は
「
住
居
専

用
」
だ
っ
た
が
、
管
理

組
合
は
昨
年
管
理
規
約

を
改
正
し
、
民
泊
を
明

確
に
禁
止
。
そ
の
後
民

泊
サ
イ
ト
へ
の
登
録
な

ど
の
禁
止
行
為
を
行
っ

た
場
合
、
１
日
当
た
り

５
万
円
の
違
約
金
や
法

的
措
置
を
講
じ
た
場
合

の
弁
護
士
費
用
を
請
求

で
き
る
な
ど
の
条
文
を

加
え
る
再
改
正
を
行
っ

て
い
る
。

管
理
組
合
側
は
こ
の

管
理
規
約
違
反
行
為
を

「
共
同
の
利
益
に
反
す

る
行
為
」
と
位
置
付

け
、
区
分
所
有
法
５

７
条
１
項
に
基
づ
く

行
為
の
停
止
を
請

求
。ま

た
、
民
泊
行
為

で
オ
ー
ト
ロ
ッ
ク
機

能
が
実
質
的
に
失
わ

れ
防
犯
機
能
が
低
下

す
る
、
吸
い
殻
の
ポ

イ
捨
て
や
ご
み
の
投

げ
捨
て
、
夜
通
し
大

声
で
話
す
な
ど
の
行

為
を
「
区
分
所
有
者

の
平
穏
な
共
同
生
活

「
管
理
規
約
で
禁
止

し
て
い
る
民
泊
を
実
施

し
て
い
る
」
な
ど
と
し

て
大
阪
市
の
管
理
組
合

が
８
月
３
日
、
い
わ
ゆ

る
「
民
泊
」
を
確
認
し

た
５
戸
の
区
分
所
有
者

と
民
泊
代
行
業
者
ら
計

９
者
に
、
民
泊
行
為
の

停
止
と
約
３
２
６
７
万

円
の
損
害
賠
償
の
支
払

い
な
ど
を
求
め
て
大
阪

地
裁
に
提
訴
し
た
。
管

理
組
合
で
は
、
民
泊
や

仲
介
サ
イ
ト
へ
の
登
録

を
禁
止
。
違
約
金
の
規

定
も
設
け
て
い
る
。

訴
状
な
ど
に
よ
れ

ば
、
原
告
は
大
阪
・
ミ

ナ
ミ
の
フ
ァ
ミ
リ
ー
タ

イ
プ
マ
ン
シ
ョ
ン
（
築

１
５
年
、
１
５
階
建
て

約
１
０
０
戸
）
の
管
理

組
合
。
防
犯
カ
メ
ラ
の

映
像
や
入
館
者
記
録
な

ど
で
民
泊
が
行
わ
れ
て

い
る
と
確
認
し
た
５
戸

の
区
分
所
有
者
や
民
泊

代
行
業
者
ら
を
相
手

に
、
行
為
の
停
止
や
民

泊
サ
イ
ト
か
ら
の
登
録

抹
消
な
ど
を
求
め
た
。

こ
の
５
戸
は
大
阪
市
が

民
泊
停
止
求
め
提
訴

管理規約で「違約金」規定

国
土
交
通
省
は
８

月
１
日
、
東
京
・
霞
が

関
で
「
住
宅
団
地
の
再

生
の
あ
り
方
に
関
す

る
検
討
会
」
（
浅
見
泰

司
座
長
）
の
第
２
期
第

１
回
会
合
を
開
い
た
。

昨
年
１
月
ま
で
行
わ

れ
た
第
１
期
検
討
会

で
の
取
り
ま
と
め
を

踏
ま
え
、
新
た
な
再
生

手
法
や
、
建
替
え
円
滑

化
法
上
の
敷
地
売
却

制
度
を
団
地
型
マ
ン
シ

ョ
ン
へ
活
用
す
る
場
合

の
要
件
な
ど
に
つ
い
て

検
討
す
る
。

来
年
３
月
末
に
中
間

取
り
ま
と
め
を
行
い
、

敷
地
売
却
・
一
団
地
認

定
の
職
権
取
り
消
し
・

再
開
発
の
枠
組
み
を
生

か
し
た
団
地
再
生
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
策
定
す
る

方
針
だ
。

登
録
サ
イ
ト
か
ら
の
削
除
も

大
阪
市
の

管
理
組
合

国交省・団地
再生検討会

を
妨
げ
る
生
活
妨
害

行
為
」
だ
と
位
置
付

け
、
こ
れ
ら
の
行
為

も
「
共
同
の
利
益
に

反
す
る
行
為
」
だ
と

結
論
付
け
て
い
る
。

管
理
組
合
代
理
人

の
辻
岡
信
也
弁
護
士

は
「
マ
ン
シ
ョ
ン
の

決
ま
り
を
守
れ
な
い

民
泊
は
許
さ
れ
な

い
」
と
話
す
。（
マ
ン

シ
ョ
ン
管
理
新
聞
１

０
４
７
号
）

団
地
の
敷
地
売
却
も
検
討

８
月
１
日

初

会

合

年
度
中
に
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン

１７

会
合
で
は
、
団
地
の

敷
地
売
却
制
度
に
つ
い

て
、
現
行
法
令
を
前
提

と
し
た
仕
組
み
の
案
が

提
示
さ
れ
た
。
土
地
を

共
有
す
る
全
棟
で
耐
震

性
が
不
足
し
て
い
る
ケ

ー
ス
を
対
象
に
し
、
各

棟
で
５
分
の
４
の
決
議

を
行
え
ば
、
団
地
全
体

の
敷
地
売
却
を
可
能
に

す
る
。
原
則
、
同
一
法

人
や
グ
ル
ー
プ
に
売
却

す
る
こ
と
と
し
て
い

る
。た

だ
、
委
員
か
ら
は

「
計
画
が
し
っ
か
り
し

て
い
れ
ば
別
の
業
者
に

売
却
し
て
も
い
い
の
で

は
な
い
か
」「
１
棟
は
売

却
、
１
棟
は
耐
震
改
修

と
い
う
よ
う
な
手
法
も

考
え
ら
れ
る
の
で
は
」

と
の
意
見
も
上
が
っ

た
。
同
省
は
「
ま
ず
は

現
行
法
に
即
し
た
制
度

を
作
り
、
そ
の
後
課
題

を
精
査
し
て
い
き
た

い
」
と
述
べ
た
。

特
定
行
政
庁
に
よ
る

一
団
地
認
定
の
職
権
取

り
消
し
に
つ
い
て
は
、

取
り
消
し
を
行
っ
た

際
、
広
告
区
域
内
の
全

て
の
建
築
物
に
建
築
基

準
法
違
反
が
発
生
し
な

い
場
合
な
ど
、
計
４
つ

の
職
権
取
り
消
し
に
係

る
例
に
基
づ
く
手
続
き

方
法
や
留
意
事
項
を
ま

と
め
る
。

第
２
期
は
２
０
１
９

年
３
月
末
ま
で
に
計
７

回
、
会
議
を
予
定
し
て

い
る
。
次
回
会
合
は
１

０
月
ご
ろ
開
催
す
る
予

定
だ
。（
マ
ン
シ
ョ
ン
管

理
新
聞
１
０
４
６
号
）

５
戸
・
９
者

相
手
取
り

損
害
賠
償

万
円
も
請
求

3267


